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稲枝地区体育館と市立稲枝中学校運動場照明
設備の使用受付方法などの変更

　稲枝地区体育館と市立稲枝中学校運動場照明設備
の使用申請受付は、稲枝地区公民館 ( 本庄町 60) で
行っていますが、5 月 1 日㈫より申請先を変更しま
す ( ※ 2)。
申請先　( 一社 ) 彦根市スポーツ協会（稲部町 607-1 稲

枝商工会館内）（日曜日、祝日は、休業日）

市立小・中学校の体育施設の
使用ルールの一部変更

　市立小・中学校体育館をより多くの人に使用して
いただけるように、一部の日程については 教育委
員会保健体育課で受付しています。また、４月１日
㈰より、市立小・中学校体育施設の開放時間（土・日
曜日、祝日）を 8：30 〜 21：30 に拡大しました。
　使用可能日程や申込方法など、詳しくは彦根市
ホームページをご覧ください。

スポーツ用具の貸出、体育施設の使用のお知らせ

ニュースポーツ・体力測定用具の
貸出方法などの変更

　これまで、ニュースポーツ・体力測定用具の貸出
は、 市民体育センターで行っていましたが、同セ
ンターの閉館に伴い、4 月 2 日㈪より借用申込先な
どを変更します。
＜ 4 月 2 日㈪から同 30 日 ( 月 · 振 ) まで＞
借用申込先　 教育委員会保健体育課（尾末町 1-38）
（土・日曜日、祝日は、休業日）

＜ 5 月 1 日㈫以降（※１）＞
借用申込先　( 一社 ) 彦根市スポーツ協会（稲部町

607-1 稲枝商工会館内）（日曜日、祝日は、休業日）　　
※貸出場所は、申込時に説明します。

　それぞれ詳しくは彦根市ホームページをご
覧ください。また、彦根市ホームページでは、
市内および近隣の体育施設などの情報も掲載
しており、随時更新していきます。
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春の全国交通安全運動 4 月 6 日㈮～同 15 日㈰
守ろう！交通ルール 。広げよう思いやりの輪。

　新生活が始まる季節です。楽しい生活を過ごすために、「思いやり・ゆず
り合い」の気持ちを持って、交通事故にあわないよう注意しましょう。

4 月 10 日㈫ は「交通事故死ゼロを目指す日」です。

　問い合わせ先　 交通対策課☎ 30-6134、FAX24-5211

申込・問い合わせ先　  教育委員会保健体育課☎ 24-7975、FAX23-9190
　　　　　　　　　　（※ 1、2 は ( 一社 ) 彦根市スポーツ協会☎ 30-9674）

４月１日から運用開始
違反対象物公表制度

　 消防本部では、屋内消火栓設備、スプ
リンクラー設備、自動火災報知設備が設置
されていない重大な消防法令違反のある建
物を、ホームページ上でお知らせする「違
反対象物公表制度」を 4 月 1 日から運用
開始します。
※詳しくは彦根市ホームページをご覧くだ

さい。
問い合わせ先　 消防本部予防課☎ 22-

0332、FAX22-9427


